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議  事  概  要 

 

横見部会長： 

それでは、ただ今から第１８３回近畿船員部会を開催いたします。 

あらかじめお配りしております「第１８２回船員部会」の議事録につきま

して、ご承認をお願いしたいと思います。ご異議ございませんか。 

 

（異議なし） 

 

横見部会長： 

無いようですので、ご承認をいただいたものとして取り扱わせていただき

ます。 

次に議題１の「船員の特定最低賃金の改正に関する答申について」に入り

ます。 

本議題に関しては、「近畿内航鋼船運航業及び木船運航業」「近畿海上旅客

船運送業」および「近畿漁業（沖合底びき網）」の３業種について最低賃金

専門部会を設置し、調査・審議をしていただきましたが、その結果について

各専門部会からご報告いただいた上で、審議することとしたいと思います。 

まず、「近畿内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金専門部会」の部会長

を務められました定岡委員からご報告いただきます。 

 

定岡委員： 

 近畿内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金専門部会における調査審議の

結果について、ご報告します。 

  

 近畿内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金専門部会は、１１月２４日及

び１２月１２日の２回にわたり部会を開催しました。 
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 その結果、近畿内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金の改正については、

職員及び部員ともに一律『７，５００円』アップとし、「現在の、職員『２

５４，０００円』を『２６１，５００円』に、ただし書きの職員『２３７，

５５０円』を『２４５，０５０円』に、はしけ長『２５４，０００円』を

『２６１，５００円』に、部員『１９５，２５０円』を『２０２，７５０

円』に、ただし書きの部員『１８５，９５０円』を『１９３，４５０円』に

それぞれ改正することが適当である。」との結論に至りました。 

 以上、報告いたします。 

 

横見部会長： 

 ありがとうございました。 

次に、「近畿海上旅客運送業最低賃金専門部会」ですが、こちらについては

私が部会長を務めましたので報告いたします。 

 近畿海上旅客運送業最低賃金専門部会における調査審議の結果について、

ご報告します。 

 近畿海上旅客運送業最低賃金専門部会は、１１月２２日及び１２月１３日

の２回にわたり部会を開催しました。 

 その結果、近畿海上旅客運送業最低賃金の改正については、職員及び部員

ともに一律『７，４００円』アップとし、「現在の、職員『２４８，３００

円』を『２５５，７００円』に、部員『１８６，９００円』を『１９４，３

００円』に、それぞれ改正することが適当である」との結論に至りました。 

 以上、報告いたします。 

 

横見部会長： 

 最後に、「近畿漁業（沖合底びき網）最低賃金専門部会」ですが、こちら

についても私が部会長を務めましたので報告いたします。 

 近畿漁業（沖合底びき網）最低賃金専門部会における調査審議の結果につ

いて、ご報告します。 
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 近畿漁業（沖合底びき網）最低賃金専門部会は、１０月２０日に部会を開

催しました。 

 その結果、近畿漁業（沖合底びき網）最低賃金の改正については、「『８，

５００円』アップとし、『２０１，０００円』を『２０９，５００円』に改

正することが適当である。」との結論に至りました。 

 以上、報告いたします。 

 ただ今の各専門部会長の報告及び資料１の改正案につきまして、ご質問等

はございますでしょうか。 

 

横見部会長： 

 特に無いようですので、「船員に関する特定最低賃金近畿内航鋼船運航業

及び木船運航業最低賃金、近畿海上旅客運送業最低賃金、近畿漁業（沖合底

びき網）最低賃金）の改正について」は資料１の改正案１～３のとおり船員

部会の結論としてよろしいでしょうか。 

      

（異議なし） 

 

横見部会長： 

 ありがとうございました。それでは、この改正案のとおり決定することと

し、近畿地方交通審議会会長にご報告したいと存じます。 

 それでは事務局よりお願いいたします。  

  

・海事振興部長挨拶 

〔 大谷海事振興部長（挨拶）〕 

 

・最低賃金改正の今後のスケジュールについて 

〔 村上海事振興部次長（説明）〕 

 

横見部会長： 
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 ありがとうございました。 

 次に議題２の「管内の雇用等の状況」について、運輸局からご説明をお願 

いいたします。 

 

土本船員労政課長： 

それでは「令和５年１１月分管内雇用状況」につきまして、ご説明させて

いただきます。 

１．職業紹介状況 

①求人関係 

新規求人数は、７９人（前月比－３４人、３０．１％の減、前年同月比

＋３６人、８３．７％の増）となっています。 

月間有効求人数は、２１７人（前月比－５人、２．３％の減、前年同月

比＋２５人、１３．０％の増）となっています。 

②求職関係 

新規求職者数は、９人（前月比－４人、３０．８％の減、前年同月比－

２人、１８．２％の減）となっています。 

月間有効求職者数は、２７人（前月比－１人、３．６％の減、前年同月

比－１４人、３４．１％の減）となっています。 

③成立状況 

当月の成立数は、３人（前月比－３人、５０．０％の減、前年同月比：

－１人、２５．０％の減）となっています。 

④職員・部員別成立者内訳 

職種別の内訳は、甲板部職員１人、機関部職員２人、甲板部部員０人、

機関部部員０人、事務務部員０人となっています。 

年齢別については、１０歳代０人、２０歳代０人、３０歳代１人、４

０歳代０人、５０歳代０人、６０歳代２人、７０歳代０人となってい

ます。 

２．新規求人・求職者の取扱実績 

①職種別内訳 
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新規求人の職種別内訳は、職員５６人（甲板部３７人、機関部１９人、

無線部０人、事務部０人）、部員２３人（甲板部１４人、機関部８人、

無線部０人、事務部１人）となっています。 

新規求職の職種別内訳は、職員５人（甲板部３人、機関部２人、無線部

０人、事務部０人）、部員４人（甲板部１人、機関部３人、無線部０人、

事務部０人）となっています。 

②新規求職者の退職理由 

内訳は、船舶所有者の都合が１人、定年退職０人、雇用期間満了０人、

本人の申し出３人、自己の健康０人、倒産０人、就労中２人、不明３人

となっています。 

③新規求職者の年齢別 

３０歳未満４人、３０歳代０人、４０歳代１人、５０歳代２人、６０歳

以上２人となっています。５０歳以上は４人で占める割合は４４．４％、

３０歳未満は４人で占める割合は４４．４％です。 

 

３．失業等給付金支給状況 

当月末の受給資格者数は１４人で、基本手当の給付実人数は２人、給付

件数は２件となっています。給付金額は４７５，４４０円です。前月は３

人、４件の７１０，７４５円でした。 

それから、高年齢求職者給付金が０件０円、再就職手当が１件２９０，

９５８円、就業促進定着手当が０件０円よって、当月支給額計は、７６６，

０３８円となります。 

 

４．月間有効求人倍率の推移 

１１月の近畿船員は８．０４倍で、前月比＋０．１１ポイント、前年

同月比、＋３．３６ポイントとなっています。 

 

５．近畿運輸局、月間有効求人・求職状況 
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①月間有効求人は２１７人で、このうち、新規求人者数は７９人となって

います。 

当局の紹介による求人側の成立は０人、他局成立は３名でございました。 

求人の取り消しは７０人で、理由の内訳は有効期限切れ５７人、自己応

募・縁故により採用０人、会社都合により取り下げ１３人、その他は０

人となっています。 

 

②月間有効求職者は２７人で、前月との差は－１人でした。 

当局の紹介による求職側の成立は０人、他局成立は０人でした。 

求職の取り消しは７人で、理由の内訳は期限切れ６人、自己応募・縁故

により採用０人、自己都合により取り下げ１人、その他０人となってい

ます。 

 

６．全国運輸局別の有効求人、有効求職、成立数、有効求人倍率 

①１０月の全国の月間有効求人数は、３，０７２人で、前月比９７．

４％、前年同月比は１０１．４％となり、４３人増加しています。 

②１０月の全国の月間有効求職数は、７３６人で、前月比９８．４％、

前年同月比９０．０％となり、８２人減少しています。 

③１０月の全国の成立数は、５５人で、前月比９６．５％、前年同月比

では６７．９％となり、２６人減少しています。 

④１０月の全国船員の有効求人倍率は季節調整値により４．０８倍とな

っています。１０月の全国陸上は季節調整値により１．３０倍となっ

ています。 

以上が管内の雇用等の状況でございます。 

 

横見部会長： 

 ご説明ありがとうございます。 

 資料１、２、３について何かご質問等ございますでしょうか。 

 

横見部会長： 
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 無いようですので、それでは、次に議題３の「その他」に入ります。 

 運輸局の方から説明をお願いします。 

 

村上海事振興部次長： 

資料４を説明申し上げます。 

まず、令和５年１０月分の内航海運の輸送動向調査の概要ですが、 

貨物船と油送船を合計した輸送量は前年同月比９７％となっております。 

例年 10 月は台風の影響が顕著となる月ですが、今年の 10 月は台風の発

生が極端に少なく上陸した台風もなかったため荒天による輸送障害は軽微で

ありました。 

貨物船は自動車以外の品目で減少しました。油送船も白油以外の品目で減

少しています。一部の油送船におきまして、船内でのインフルエンザ流行に

より、やむなく停船したケースもあったようです。 

 

（貨物船の概要） 

１０月の貨物船の輸送量は、前年同月比９７％、前月比９９％となってい

ます。 

鉄鋼は、前年同月比で８８％。鉄鋼の需要が低い水準で推移しています。 

原料は前年同月比９７％。スラグの輸送は堅調に推移した一方で、石灰石

は減少したため全体として下回る結果となっています。 

燃料は前年同月比９６％。石炭は前月まで石炭火力発電所の修理終了によ

り一部貨物回復が見られたが、全体として減少となっています。 

紙・パルプは前年同月比９１％。木材は一部で木質ペレット（バイオマス

発電所向け）の需要が好調となっている一方で、紙製品は減産により減少傾

向にあるようです。 

雑貨は前年同月比９４％。北海道航路は馬鈴薯の輸送は好調が続いている

一方で、玉葱は小玉になり輸送量増加に繋がらなかったようです。 

自動車は前年同月比１０８％。一部メーカーで工場の稼働停止により輸送

出来ない船社が見られたが、それ以外は好調に推移しています。 
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セメントは前年同月比９２％。セメント需要は低調に推移しているようで

す。 

 

油送船の概要 

１０月の油送船輸送量は前年同月比１０４％、前月比で９３％となってい

ます。 

黒油は前年同月比８９％、１０月に入り一時的に寒気の通過も見られたが

北日本を中心に高温に推移したため、石油火力発電所向けの需要や発電所間

の転送需要に減少が見られます。 

白油は、前年同月比１０４％、前年同月は台風の影響などの輸送障害があ

りましたが、今年はこのようなマイナス要素が無く、ジェット燃料の需要が

旺盛に推移しているほか、灯油の転送、製油所間の製品転送も堅調となった

ようです。 

ケミカルは前年同月比８９％、世界的な経済の悪化や物価高騰等による国

内消費の停滞のほか、製油所の操業停止もあり低調に推移している。 

それでは３ページ以降、貨物ごとの状況です。１０月の欄と対前月の欄を

ご覧下さい。 

鉄鋼ですが、 前年同月比で  ８８.３%、前月比では １０１.２% 

原料は、   前年同月比で  ９７.３%、前月比では  ９８.３% 

燃料は、   前年同月比で  ９５.７%、前月比では  ８９.６% 

紙・パルプは、前年同月比で  ９０.９%、前月比では  ９７.９% 

雑貨は、   前年同月比で  ９４.０%、前月比では  ９７.１% 

自動車は、  前年同月比で １０７.９%、前月比では  ９６.９% 

セメントは、 前年同月比で  ９２.４%、前月比では １０７.２% 

貨物船全体の輸送量は、１，７７７万９千トンで 

前年同月比で  ９６.６%、前月比では ９８.７%となっています。 

 

黒油（こくゆ）は、前年同月比で  ８８.７%、前月比では １０４.４% 

白油（はくゆ）は、前年同月比で １０４.３%、前月比では １０３.２% 

ケミカルは、   前年同月比で  ８９.２%、前月比では １００.６% 
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一般タンカーの輸送量は、７７６万２千トンで 

前年同月比で  ９８.４%、前月比では １０３.３%となっています。 

続きまして、 

高圧液化は、   前年同月比で  ９４.９%、前月比では １１０.４% 

高温液体は、   前年同月比で  ８６.３%、前月比では  ９５.３% 

耐腐食は、    前年同月比で  ９５.８%、前月比では １０３.５% 

特タン船の輸送量は、 ９５万６千トンで 

前年同月比で  ９４.５%、前月比では １０６.１%となっており、 

全てのタンカーの合計は、 ８７１万８千トンで 

前年同月比で  ９８.０%、前月比では １０３.６%となっています。 

 

  

次に資料５、長距離フェリーの令和５年１０月の輸送実績でございます。 

１０月の欄と、右のほうの対前月、対前年同月比のところをご覧ください。 

まずトラックですが、 

北海道は、１４,１０２台で、前月比 ９５.１%、前年同月比で ９７.７% 

北九州は、３４,６１９台で、前月比１０４.６%、前年同月比で１０５.１% 

中九州は、１１,１０３台で、前月比１０７.５%、前年同月比で１０５.４% 

南九州は、１１,１１６台で、前月比１００.８%、前年同月比で１０３.７% 

となっています。 

 

次のページ、旅客でございます。 

北海道は、１３,５７７人で、前月比 ７９.２%、前年同月比で１３３.１% 

北九州は、７５,４２７人で、前月比１０９.４%、前年同月比で１１９.４% 

中九州は、３１,７２６人で、前月比１１９.６%、前年同月比で１２７.０% 

南九州は、２４,７４５人で、前月比１２０.３%、前年同月比で１１３.０% 

となっています。 

 

次のページ、乗用車でございます。 

北海道は、 ４,９４６台で、前月比 ７８.４%、前年同月比で１１９.０% 
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北九州は、２４,２９８台で、前月比１０８.５%、前年同月比で１０４.８% 

中九州は、  ４,８９２台で、前月比１２２.８%、前年同月比で１０９.４% 

南九州は、 ７,７９８台で、前月比１１４.８%、前年同月比で１０５.１% 

となっています。 

 

１０月分のトラックの実績について、北海道便は対前月、対前年同月比と

も下回っていますが、九州便の各航路は対前月、対前年同月比とも上まわる

結果となっています。ともに農作物、果実の出来が少なからず影響している

ようです。 

旅客、乗用車の実績については、北海道便は、前月比は大きく落ち込んで

いますが、秋から冬に向けて減少していくのは例年どおりの傾向です。 

九州便は対前月、対前年同月比を上まわっており、航路によって若干の差

はありますが、約２年間前年同月比を上まわっている状況です。しかし、乗

用車はガソリン高騰の影響で伸び悩みの傾向があるようです。 

説明は以上になります。 

 

横見部会長： 

 ありがとうございました。 

それでは、資料４、５について何かご質問等ございますでしょうか。 

 

三輪委員： 

 使用者委員の方にお伺いしたいんですけど、今回、インフルエンザの流行

で船が止まったというご説明がありましたが、私のような大学の教員ですと、

入試等の業務に支障を来さないように予防接種を受けることになっているの

ですが、船員の方の予防接種というのは会社からあっせんみたいなことをさ

れるのでしょうか。コロナのときは乗船人数分まとめて予防接種をしていた

と思いますが、インフルエンザの場合はいかがですか。 

 

礒合委員： 
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 弊社の場合、船主さんも含めて２０年ぐらい前から会社負担で必ず受けて

もらっています。誰が接種済か把握するための表も作成していまして、船主

さんも含めて、もうずいぶん前から対応していただいています。感染症は船

内で発生するとクラスターになってしまうことが多くあり、対応も早くから

実施しております。 

 

土屋委員： 

 弊社も、いつからか分からないですが、船員さん個人で予防接種を受けて

きていただいて、後で実費精算するという形をとっております。あと、コロ

ナのときは下船時に感染してくるケースがありましたので、現在は日頃から

体調管理や乗船前の検温や抗原検査をしていただくなど、コロナも含めて感

染対策を継続しています。 

 

開委員： 

 弊社でもインフルエンザはずっと会社負担です。船員さんに受けてきても

らって、お金は後日会社から支払っています。今年はインフルエンザの流行

がいつもより早く始まったので、予防接種を早く打つ方が良いけど、その分

効果がなくなってしまうのも早いのではないか、そのとき必要だったらもう

一回接種しましょうというようなことも検討しました。 

 

三輪委員： 

 ありがとうございます。職場環境として手厚く保護されているといいます

か、しっかりと船員さんの健康管理をされていると理解いたしました。 

 

礒合委員： 

 船員さんのインフルエンザに対する対応が以前より早くなっていると感じ

ます。新型コロナウイルス感染症対策を徹底してきたおかげかもしれないの

ですが、非常に意識が高くなっています。 

 

横見部会長： 
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 ありがとうございます。ほか、いかがでしょうか。 

 

開委員： 

 コロナ前の水準に比べて旅客の輸送実績は確かに今年すごく戻っているん

ですけど、貨物はなかなか戻っていないですね。特に北海道の航路は、北海

道の農作物の影響を強く受けていまして、馬鈴薯、じゃがいもは結構好調で

すけども、ほかの野菜が今年は高温の影響などであまり品質が良くなかった

ということで、その影響を受けている状況です。 

 

横見部会長： 

 北海道便は、先月に引き続き旅客がかなり好調ですけど、何か理由がある

のでしょうか。 

 

開委員： 

 コロナの影響が明けたということだと思いますけども、好調とはいえ、や

はり九州の航路と比べると数字が全然違いますので。 

 

横見部会長： 

 でも、平成30年10月と比較して今年は１万3000人台に乗ったというのは

すごいなと思って数字を見ていました。旅行で利用される方が多いのでしょ

うか。 

 

開委員： 

 そうですね、旅行の方が多いですね。 

 

土屋委員： 

 暖冬の影響があるんですか。 

 

開委員： 
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 資料は10月の実績ですけども、この時期、12月になってきますと、利用

者は大きく減少します。 

 

横見部会長： 

 欠航が少なかったとか、そういう要因もあったのでしょうか。 

 

開委員： 

 それもありますね。10月は天候の問題も少なく、しっかり運航できてい

たと思います。11月は少し欠航便が出ましたし、12月は荒天の影響でさら

に乱れている状況です。 

 

浦委員： 

 雪まつりが開催されると、その月は実績が上がったりするんですか。 

 

開委員： 

 雪まつりの影響も少しはあるかもしれませんが、開催される２月は荒天も

多いですし、それでも船で北海道に行ってみようという方はやっぱり少ない

と思います。 

 

横見部会長： 

 ツアーが組まれたりするんですか。船に乗って雪まつりに行くという。 

 

開委員： 

 ツアーも組まれるんですけど、荒天で船が欠航する場合は旅行会社が急遽

別の交通手段を確保しないといけません。そういったリスクもありますので、

雪まつりに船で行くツアーというのは少ないですね。 

 

横見部会長： 

 ありがとうございました。ほか、よろしいでしょうか。 
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 それでは続きまして、船員政策や船員労働全般に関わる様々な問題につき

まして、ご意見情報等ございましたらご発言をいただきたいと思います。 

労働者委員の方からいかがでしょう。 

 

坂上委員： 

 12月15日に全日本海員組合大阪支部主催で内航海運の官学労使懇談会を

開催いたしました。これは、内航海運による諸課題であったり、船員政策等

について情報共有や意見交換をする場になるんですけれども、会社からは

13社参加いただいて、学校からは商船高専や水産高校に７校参加いただき

ました。近畿運輸局からは村上次長と岡田専門官が参加いただいて意見交換

をしたんですけれども、学校からは共通の課題として、圧倒的教員不足と予

算の削減が上げられていました。水産高校からは、定員割れという意見がた

くさん出ておりまして、そういった内航海運に関わる様々な課題について意

見交換が行われ、大変有意義な場になりました。運輸局のご参加、どうもあ

りがとうございました。 

 

横見部会長： 

 ありがとうございました。 

 今のご報告について、何かございますか。 

 

開委員： 

 司厨員を希望する生徒の話題というのは、どんな内容でしょうか。 

 

坂上委員： 

 司厨員として船に乗ることを希望する学生が増えているというお話が学校

から出ていました。 

 

開委員： 

 増えているのですね。 
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佐藤委員： 

 ほかには、水産高校の定員割れが目立っているという中で、寮の設備関係

などの学生の受け入れにかかる予算がどんどん削られているというような話

もありながら、ある商船高専についてはまだ1.6倍という入学倍率を維持さ

れているというお話もありました。また、新しい練習船の建造計画が始まっ

たという明るい話題もありました。あとは、運輸局さんに対して各地で開催

している海技者セミナーにおける交通費の負担など、学生さんが参加しやす

いような環境づくりをしてほしいという意見がありました。 

 

三輪委員： 

 水産高校の定員割れについて、予算が削減される要因というのは生徒が来

ないからですか。 

 

浦委員： 

 海技教育機構については、独法化したときですよね。あの時からどんどん

減らされていますよね。 

 

三輪委員： 

 何に使用する費用が確保できなくなったのでしょうか。本来やりたかった

のに、予算が削減されたことでどのようなところに影響が生じたのでしょう

か。 

 

村上海事振興部次長： 

 商船高専は文科省の所管ですし、海上技術学校は国交省、水産高校は自治

体の所管です。水産高校については、自治体によって県内の水産高校に対す

る力の入れ具合に差があるというお話が懇談会でありました。その中で、寮

を建て替えたいとか、定員割れを解消するためにいろんな工夫をしようとし

ても、やっぱり予算の考え方が自治体によってさまざまなので統一した意見

はありませんでしたが、予算不足については皆さん課題に挙げておられまし

た。 
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浦委員： 

 あと油代ですよね。油代が高いから、やりたい実習ができない。船で実習

ができない。 

 

村上海事振興部次長： 

 そうですね。燃料代の高騰は文科省や国交省も含めての課題ですね。 

 

三輪委員： 

 分かりました。ありがとうございます。 

 

横見部会長： 

 ほか、いかがでしょうか。 

 

土屋委員： 

 海技者セミナーに参加する交通費の負担の問題というのは、交通費が出な

いからセミナーに参加できないという学生さんが実際に結構いるということ

なんでしょうか。 

 

佐藤委員： 

 各地で開催している海技者セミナーに参加したくても、学校から開催地ま

での交通費がこれまで出なかったんですけど、今年から学校行事として参加

することによってバスのチャーター費用を負担していただけるようになった

というお話がありました。 

 

坂上委員： 

 海上技術学校は、海技教育機構から交通費を負担していただけるというこ

とでした。 

 

浦委員： 



－19－ 

 運輸局も出すというところがありました。 

 

佐藤委員： 

 中部と神戸ですね、今年から。 

 

浦委員： 

 近畿は出ないらしいですよ。 

 

土本船員労政課長： 

 近畿も内航船員対策協議会がありまして、そちらから負担することはでき

ると思います。今回、神戸が主催するセミナーに近畿の船対協も協力してお

りますが、予算の分担としまして、神戸と調整を行い、バスのチャーターに

ついてはまとめて神戸が手配するということになりました。 

 

浦委員： 

 海技者セミナーは、生徒が個人的に行くと公休扱いにならなくて欠席扱い

になるらしいです。クラス全体で行けば学校行事の扱いになるそうです。 

 

坂上委員： 

 商船高専は学校単位ではなくて、個人で参加という取扱いをされているよ

うです。 

 

横見部会長： 

 オンラインで参加はできないんですか。 

 

佐藤委員： 

 コロナのときは、オンライン開催というのも聞きました。 

 

浦委員： 

 最近は聞かないですね、オンラインは。 
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横見部会長： 

 ほかに、いかがでしょうか。 

 

佐藤委員： 

 あと、インターンシップを行う際に、水産高校の生徒さんについてはその

他の乗船者として乗船できるようなんですけど、商船高専の場合は旅客定員

を取らないと乗せることができないという課題も出ておりました。 

 

礒合委員： 

 その他の乗船者として乗れるのではないのですか。 

 

村上海事振興部次長： 

 船舶検査証書上の定員のお話ですが、今回の懇談会で事業者さんから内航

船員の志望拡大のため自社独自にインターンシップを実施したくても、旅客

定員がないことが障壁になっており、改善していただけないかとご意見をい

ただきました。 

 

礒合委員： 

 旅客定員となると設備要件等のルールが全然違います。その他の乗船者と

旅客では設備面に要する費用がすごく変わってきます。 

 

村上海事振興部次長： 

 礒合委員がおっしゃられているように、船を建造する段階で旅客用の設備

や構造を考慮する必要があると思います。 

 現在のところ、どの学校が駄目というよりは、海技教育機構や国のインタ

ーンシップの仕組みに則って実施していただく場合は、その他の乗船者とし

て乗船できますが、その他の場合、学生さんは旅客として乗船してください

という回答になってしまいます。頂きましたご意見につきましては、本省の
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方へ上申しておりますので、なにか動きがございましたら報告させていただ

きたいと思います。 

 

横見部会長： 

 ありがとうございました。  
 それでは、使用者委員の方からいかがでしょう。 

 

横見部会長： 

 そのほか、公益委員の方からいかがでしょうか。 

 

横見部会長： 

 よろしいでしょうか。 

 それでは本日の部会は終了いたします。 

次回は１月２５日（木）１６時００分からとなっておりますので、皆様よ

ろしくお願いいたします。 

 

 

(配付資料) 

 最低賃金資料１．船員の特定最低賃金の改正に関する答申について 

 資料１．令和５年１１月分 近畿運輸局管内船員職業紹介実績表 

 資料２．令和５年１１月分 月間有効求人・求職状況（近畿管内） 

 資料３．令和５年１０月分 局別月間有効求人数（商漁船・職部員別）等 

 資料４．内航輸送実績状況（令和５年１０月分まで） 

 資料５．長距離フェリー輸送実績の推移（令和５年１０月まで） 

 

 

 


